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○ 木材（特に合法木材）利用の意義等 

 国土の保全など森林の多面的機能の確保（木材収益が森林の管理・経営に還元） 
 再生産可能でエネルギー消費が小さい資材である木材を利用することによる「循環型社
会」の構築 

→ 木材が持続的に生産・利用されることが大前提。合法性の証明はその一手段。 
 
○ 我が国の木材利用の現状 

 木材需要量 年間約８０００万ｍ３（丸太換算）、用材自給率２４％（Ｈ２０） 
→ 人口１人当たり 約０．６３ｍ３ 

（世界平均 約０．５２ｍ３ このうち用材は約０．２４ｍ３） 
 
○ 違法伐採総合対策推進協議会の提言 

 「合法木材供給システムを維持発展させるためには、供給側に合法木材の実需が見えて
くることが決定的に重要」 

 
○ 木材をめぐる競争 

→ 木材 ｖｓ 非木材（金属、プラスチック等） 
  合法性が証明された木材 ｖｓ 合法性が証明されていない木材 

 
○ ユーザー・消費者のニーズは？ 

→ 材としての品質・性能、価格、供給の量・安定性、環境負荷、産地など 
 
○ 公共建築物・公共調達における木材利用 

 公共建築物の木造率は極めて低い状況 
 → 建築基準法等の制約を考慮しても、年間数十万～百数十万ｍ３（丸太ベース）規模

の需要拡大の余地（推定） 
 地方自治体におけるグリーン調達 
→ 全都道府県で合法木材の調達を規定（ただし、ごく一部の県では「配慮事項」にと

どまる） 



 地方自治体では、庁舎等の建築は原則木造とする指針等を定めているケースも 
 農林水産省では「農林水産省木材利用拡大行動計画」を定め、率先して庁舎、補助事業
の対象施設、公共土木工事、物品の購入における木材利用を推進 

 文部科学省と連携して、木の学校づくりを普及拡大 
 
○ 木材需要の拡大に向けた今後の取り組み 

 木材利用に係る環境貢献度の「見える化」 
 木造建築の担い手育成、部材開発 
 木質バイオマス、土木用資材など新たな用途での利用 
 企業の事業活動（店舗、オフィスなど）における木材利用 

 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
民主党政策集 INDEX2009 
 
木材産業の活性化と木質バイオマス利活用の推進 
 
木材自給率 50％を目標として設定し、零細で多段階の木材流通体制を大胆に見直し、効率化を
図ります。それにより、木材関連産業を活性化し、中山間地域を中心に 100 万人の雇用拡大を
実現します。 
 
また、木の地産地消、顔の見える木材による家づくりを促進するとともに、公共的建築物におけ

る地域材の優先使用・利用拡大を推進し、木の文化の再生と持続可能な循環型社会を構築します。 
 
さらに、エネルギー自給率の向上と地球温暖化防止に大きく貢献する観点から、太陽光（熱）、

風力、地熱、小水力、木質バイオマス等を持続可能な自然エネルギーとして利活用することとし、

エネルギー素材の供給という役割により山村の活性化を推進します。 
 
なお、違法伐採による外材の輸入を規制するため、「森林の適切な経営」に基づく木材であるこ

とを証明する「トレーサビリティ（追跡可能性）システム」を導入します。 
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